
JETORO（ジェトロ）の中⼩企業⽀援 
⽇本貿易振興機構（JETORO）では、海外での中⼩企業の外国出願、模倣品・海賊版対策、冒認出願等で
訴えられた際の訴訟等の⽀援事業を⾏っています。 
 
詳しくはこちらをご参照ください。 
 中小企業等外国出願支援事業 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 
中⼩企業が外国への事業展開を計画している場合に、基礎となる出願（特許、実⽤新案、意匠、商標）と
同⼀内容の外国特許出願にかかる費⽤の半額（上限額あり）を JETORO が負担するものです。 

 模倣品対策支援事業（サポート型およびセルフ型） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html 
中⼩企業が海外で知的財産権の侵害を受けている場合に、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市
場での販売状況等の現地調査を⼿配するとともに、その調査及び⼀部の権利⾏使等にかかった経費の 2/3
（上限額：400 万円）を JETORO が負担するものです。 

 冒認商標無効・取消係争支援事業 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html 
中⼩企業が海外で現地企業に不当な⽅法及び不当な意図で商標権を出願⼜は権利化された場合に、相⼿⽅
の出願⼜は権利を取り消すために⾃ら提起する係争活動に係る費⽤（採択から 2020 年 1 ⽉ 15 ⽇までに
発⽣する費⽤）の 2/3（上限額：500 万円）を JETORO が負担するものです。 

 防衛型侵害対策支援事業 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas.html 
中⼩企業が海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた場合に，その対抗措置にかかった費⽤（補助⾦交
付決定⽇から 2020 年 1 ⽉ 15 ⽇までに発⽣した費⽤）の 2/3(上限額：500 万円)を JETORO が負担する
ものです。 

 
 
  



各⽀援事業の概要 

外国出願支援事業 

中⼩企業が外国への事業展開を計画している場合に、基礎となる出願（特許、実⽤新案、意匠、商標）と
同⼀内容の外国特許出願にかかる費⽤の半額（上限額あり）を JETORO が負担するものです。 

 
＊なお、外国出願は、以下(1)〜(5)の要件をすべて満たしている必要があります。 

(1)既に⽇本国特許庁に⾏っている出願（PCT 国際出願を含む。）と同⼀内容で⾏われる予定の出願 
(2)下記のいずれかに該当する⽅法により⾏われる出願 

・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁等への出願を⾏う⽅法（ただし、商標登録出
願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない） 

・特許協⼒条約に基づき、外国特許庁等への出願を⾏う⽅法（国内出願を基礎として⾏った PCT
国際出願を同国の国内段階へ移⾏する⽅法） 



・特許協⼒条約に基づき、外国特許庁等への出願を⾏う⽅法がダイレクト PCT 国際出願であって、
⽇本国を指定国に含んで各国に移⾏する⽅法 

・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を⾏う⽅法（この場合、「既に⽇本国特許庁に⾏っ
ている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に⽇本国を指定締約国とするものを含む。） 

・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を⾏う⽅法 
(3)既に⽇本国特許庁に⾏っている出願（PCT 国際出願を含む。）と同⼀の中⼩企業者名義で⾏われる

予定の出願 
(4)採択決定（9 ⽉中旬）後、かつ実績報告書提出期限（12 ⽉末）までに⾏われる予定の出願 
(5)外国出願に際し、審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期⽇までに審査請求を⾏う出願 

また出願後、中間応答が必要となった場合に、応答する出願 
 
  



模倣品対策支援事業（サポート型・セルフ型） 

中⼩企業が海外で知的財産権の侵害を受けている場合に、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市
場での販売状況等の現地調査を⼿配するとともに、その調査及び⼀部の権利⾏使等にかかった経費の 2/3
（上限額：400 万円）を JETORO が負担するものです。 

 
 
 
冒認商標無効・取消係争支援事業 

中⼩企業が海外で現地企業に不当な⽅法及び不当な意図で商標権を出願⼜は権利化された場合に、相⼿
⽅の出願⼜は権利を取り消すために⾃ら提起する係争活動に係る費⽤（採択から 2020 年 1 ⽉ 15 ⽇まで
に発⽣する費⽤）の 2/3（上限額：500 万円）を JETORO が負担するものです。 

 
 
  



防衛型侵害対策支援事業 

中⼩企業が海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた場合に，その対抗措置にかかった費⽤（補助⾦交
付決定⽇から 2020 年 1 ⽉ 15 ⽇までに発⽣した費⽤）の 2/3(上限額：500 万円)を JETORO が負担する
ものです。 

 
 
 
 
 


